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少
し
時
間
が
経
っ
て
か
ら
見
直
す
と
「
経
費
の
漏
れ
」
や
「
申
告
内
容
の
誤
り
」
な

ど
、
意
外
な
間
違
い
が
見
つ
か
る
も
の
で
す
。
申
告
の
内
容
に
間
違
い
が
あ
る
と
き
は

訂
正
で
き
ま
す
。
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特 集

決
算
書
・
申
告
書
の
見
直
し
を

「税と暮らしを考える」広報誌

売
上
（
収
入
）
の
計
上
時
期
を
誤
っ
て
い
ま
せ
ん
か

売
上
（
収
入
）
は
「
収
入
す
べ
き
権
利
の
確
定
し
た
金
額
」
が
そ
の
年
の
申
告
の
対

象
で
す
。
年
末
ま
で
に
実
際
に
現
金
等
を
受
け
取
っ
て
い
な
く
て
も
自
分
の
や
る
べ

き
こ
と
（
商
品
の
引
渡
し
・役
務
の
提
供
な
ど
）
が
完
了
し
て
い
れ
ば
そ
の
年
の
申
告

の
対
象
に
な
り
ま
す
。
な
お
年
末
ま
で
に
現
金
等
を
受
け
取
っ
て
い
な
い
場
合
に
は

売
掛
金
と
し
て
経
理
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

納
付
し
た
税
金
等
の
経
理
処
理
に
誤
り
は
あ
り
ま
せ
ん
か

所
得
税
・
住
民
税

経
費
に
な
り
ま
せ
ん
。
「
事
業
主
貸
」
で
経
理
し
ま
す
。

消
費
税

多
く
の
方
は
税
込
経
理
を
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
場
合
に
は
「
租

税
公
課
」
で
経
理
し
ま
す
。
な
お
、
消
費
税
が
還
付
だ
っ
た
場
合
に
は
「
雑
収
入
」
で

経
理
し
ま
す
。

個
人
事
業
税

経
費
に
な
り
ま
す
。「
租
税
公
課
」
で
経
理
し
ま
す
。

定 額 減 税
について ～定額減税を補足する給付金（不足額給付）～

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

令和６年分の所得税において「定額減税」が実施され、確定申告や

年末調整の際にその適用を受けられた方が多いかと思います。中に

は減税が十分に受けられなかった方もいらっしゃるのではないでしょ

うか？

定額減税が十分に受けられなかった場合には、その差額について

支給（不足額給付）が行われる予定です。この対象者には、青色事

業専従者などの事業主の扶養に入れない方も含まれております。

現在、自治体にて確定申告等の情報を基に不足額給付の準備が

進められております。江戸川区では６月以降に対象者へ通知が行わ

れることが公表されていますので、詳細はお住まいの自治体のホーム

ページ等によりご確認をお願いします。
▲ 江戸川区
ホームページ

自治体からの送付物や

ホームページを確認しましょう

インボイスを登録したが
消費税の申告をしていないとき

「消費税の確定申告」をする
必要があります。
早急に提出してください。

誤って税額を少なく
申告していたとき

「修正申告」をする必要があ
ります。
修正申告書に正しい金額を
記載して提出してください。

誤って税額を多く
申告していたとき

「更正の請求」をすることが
できます。
更正の請求書に正しい金額
を記載して提出してください。
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会員・準会員・専従者さまですと…

●アフラックのがん保険・医療保険が団体割引保険料でお申込みいただけます。

●すでにご契約いただいている場合、団体割引保険料に変更できます。

（一社）えどがわ青色申告会担当 募集代理店 吉田保険サービス

フリーダイヤル ０１２０－７７７－５９６

帳
簿
の
キ
ホ
ン
が
わ
か
っ
た
ら
個
別
相
談
会
へ

○ 当会のご利用案内

○ 記帳から決算・申告までのスケジュール

○ 記帳する前の準備

○ 記帳のしかた etc...

帳簿のキホンを確認

「基礎説明会」に行こう
消費税インボイス制度が始まり、ますます帳簿の重要性が高まっています。

「今までなんとなく自己流で記帳していた」「実はよく分かっていない…」

という方に是非ご参加いただきたい内容となっております。

※ ご都合がつかない方は「個別相談会」をご利用ください。
※ お電話（当日まで予約可、03-3656-0621）または、青色アプリ（3日前まで予約可）
にてお申し込みください。席に限りがございますのでお申し込みはお早めに…。

会場は「青色申告会（北会館）」です

「どうやって相談すれば…」

「何から始めればいいの？」

「帳簿のつけ方が不安だ」

5/14㈬ 15㈭ 16㈮ 9:30～12:00

会計ソフトを始めるなら今！

複式簿記で帳簿をつけることで最高65万円※

の青色申告特別控除を目指すことができます。
(※)期限内申告・電子申告などの要件あり

会計ソフトを始めるにはこの時期が最適！

余裕をもって進められます◎

職員がマンツーマンで入力方法をお伝えする

ので安心です。

を使用します。

年間使用料 13,200円（指導料込）

ジョブカンDesktop
見積・納品・請求書

もあります。

インボイス対応もバッチリ！

年間使用料 2,200円

こ
の
前
の
決
算
・
申
告
は
ス
ム
ー
ズ
に
記
帳
や
集
計
は
で
き
て
い
た
で
し
ょ

う
か
。
「
青
色
の
控
除
を
増
や
し
た
い
」
「
イ
ン
ボ
イ
ス
に
対
応
し
た
記
帳
を

も
っ
と
簡
単
に
し
た
い
」
と
い
っ
た
方
に
は
会
計
ソ
フ
ト
に
よ
る
記
帳
が
オ
ス

ス
メ
で
す
。

会
計
ソ
フ
ト
に
よ
る
記
帳
の
場
合
、
一
つ
一
つ
の
取
引
の
入
力
を
し
っ
か
り

さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
後
の
集
計
は
自
動
で
行
わ
れ
、
帳
簿
の
確
認
や
見
直

し
も
効
率
よ
く
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
現
金
や
預
金
と
い
っ
た
事
業
用
資
金
の
帳
簿
管
理
も
同
時
に
行
わ

れ
る
こ
と
か
ら
、
経
費
の
入
力
も
れ
や
入
力
誤
り
に
気
づ
き
や
す
い
と
い
う

利
点
も
あ
り
ま
す
。

新
年
度
は
ス
タ
ー
ト
し
た
ば
か
り
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
記

帳
方
法
を
見
直
し
て
は
い
か
が
で
す
か
？

詳
し
く
は
個
別
相
談
会
（
４
ペ
ー
ジ
参
照
）
を
ご
予
約
い
た
だ
き
、
自
分
に

合
っ
た
記
帳
の
し
か
た
を
み
つ
け
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

◇

◆

◇



3

会
員
日
帰
り
研
修
旅
行
「
初
夏
の
群
馬
ツ
ア
ー
」

今
年
度
の
旅
先
は
山
々
や
清
流
と
い
っ
た
豊
か
な
自
然
に
囲
ま
れ
た
「
群

馬
県
」
で
す
。
と
て
も
魅
力
の
あ
る
研
修
旅
行
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

ご
家
族
や
ご
友
人
な
ど
を
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

多
く
の
皆
さ
ま
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

募
集
人
数
に
達
し
次
第
締
切
と
な
り
ま
す
の
で

お
早
め
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

マイナンバーカードの有効期間にご注意を重 要

マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日（未成

年者は5回目）まで、電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行日から

5回目の誕生日までに設定されています。

マイナポイント事業が実施された令和２年度にマイナンバーカードを発

行された方はちょうど今年度が５年目となりますので電子証明書の有効

期限が迫っております。

税務手続きの電子申告（e-Tax等）では「電子証明書」を使用してまい

りますので、有効期限が切れてしまうと電子申告による税務手続きができ

なくなります。

自治体より有効期限の2～3か月前を目途に有効期限通知書が送付さ

れますので、案内に従って早めに更新手続きをしましょう。

税務手続きで届出申請や

確定申告の前に「電子証明書」

を更新して青色申告会に

行かないと！

電子証明書の更新ができましたら

青色申告会で電子申告の再設定手続きをしましょう！

▲ 江戸川区ホームページ
（電子証明書の更新手続き）
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 事務局カレンダー  主な口座引落スケジュール

各種相談会（予約制）

5月8日～13日 個別相談会（南会館）

5月14日～16日 基礎説明会（北会館）

5月18日 鹿骨区民館まつり

5月25日 中央地域まつり、西小岩まつり

5月26日 【全館休館】定時総会

5月30日 【全館休館】職員研修会

6月13日 青色ドック（北会館）

6月18日 会員日帰り研修旅行

１月 青色共済（３ヶ月払）
団体介護保険 ７月 青色共済（３ヶ月払）

団体介護保険、医療保険

２月 ８月

３月 ９月

４月 会費（年払・半年払）
青色共済（年払・３ヶ月払） １０月 会費（半年払）

青色共済（３ヶ月払）

５月 自転車保険 １１月

６月 ジョブカン会計シリーズ
傷害保険、がん保険 １２月 傷害保険、がん保険

医療保険（中途加入）

≫ 個別相談会

経理や帳簿、経営のご相談

北会館

随時 開催中
ご予約は『青色アプリ』が
大変便利です♪

南会館

 5/8㈭ 9㈮ 12㈪ 13㈫

 6/9㈪ 10㈫ 11㈬ 12㈭

①9:30 ②10:40 ③13:00 ④14:10

ご予約は『南会館』へお電話ください

≫ 税理士無料相談会

不動産譲渡や相続・贈与など税務のご相談

北会館
6/4㈬7/2㈬

①10:00 ②11:00 ③13:00
④14:00 ⑤15:00 ⑥16:00

南会館 ６月より開催（日程調整中）

ご予約は各会館へお電話ください

≫ 司法書士無料相談会

相続登記や後見・遺言などのご相談

北会館

南会館

随時 開催中
詳細は各会館へお電話ください

≫ 弁護士無料相談会

経営や親族間トラブルなど法律のご相談

4/30㈬ 5/16㈮

（原則 毎月第1・第3金曜日）
①13:15 ②14:15 ③15:15 ④16:15

ご予約は各会館へお電話ください
会場は『東京青色申告会館（市ヶ谷）』です

◇◆◇ 第13回定時総会開催のお知らせ ◇◆◇

【日時】 令和7年5月26日（月） 15:30～

【場所】 グリーンパレス２階

【主な議案】 2024(R6)年度 事業報告

 2024(R6)年度 収支決算報告
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